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開議 午前 ９時５７分 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） おはようございます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸般報告について（一般行政報告） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 一般行政報告の追加について、市長から報告を求めます。 

 市長、登壇願います。 

 市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 行政報告の追加分を申し上げます。 

 報告第１号。 

 先週の金曜日、９月１６日に民主党北海道総支部連合会、また民主党道議会議員等にお

会いいたしまして、三笠市が今後、これからエネルギー問題についての検討に対する国の

支援をいただくための要請行動ということで行いました。 

 説明内容はそこに記載しておりますように、北海道の石狩炭田の石炭については、まだ

約８０億トンの可採可能の埋蔵量があるというようなことと、それからまた、石炭地下ガ

ス化について、現在、室蘭工業大学のほうでそれに伴う実験をしておりますので、それに

ついての説明、それから三笠市の将来にとって石炭地下ガス化ということは、極めてまち

づくりについて重要なことという立場で、そこに記載されているようなところに行動いた

したところでございます。 

 翌１７日、土曜日でありますが、小平先生が岩見沢の方に来て、帰省しているというよ

うなことがございまして、急遽同じ問題について小平代議士にお願いをしたところでござ

います。 

 いずれも、谷津議長が同席いただきまして、いろいろとアドバイス等もしていただきま

したので、あわせて御報告を申し上げたいと思います。 

 行政報告は以上です。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 報告第１号総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質問ないようですから、一般行政報告については報告済みとしま

す。 
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 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第３８号から議案第４７号までについて 

             （委報第４号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の２ 委報第４号議案第３８号から議案第４７号までについ

てを一括議題とします。 

 本件は、さきの本会議において総合常任委員会に付託したものであり、委員長より審査

報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 武田委員長、登壇願います。 

（総合常任委員会委員長武田悌一氏 登壇） 

◎総合常任委員会委員長（武田悌一氏） さきの本会議において付託になりました議案に

つきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第３８号及び議案第３９号の条例改正２件、議案第

４０号の協議１件、議案第４１号から議案第４７号までの補正予算７件の計１０件であり

ます。 

 以下、御報告申し上げますが、全議員が委員となり審査を行っておりますので、審査の

詳細及び質疑答弁の内容につきましては省略をさせていただき、審査の結果についてのみ

御報告させていただきます。 

 なお、御配付の文書及び資料の説明につきましても省略させていただきますので、御了

承賜りたいと思います。 

 それでは、報告いたします。 

 初めに、議案第３８号三笠市税条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第３

９号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第４０号桂沢水

道企業団規約の変更に関する協議について、議案第４１号平成２３年度三笠市一般会計補

正予算（第２回）について、議案第４２号平成２３年度三笠市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１回）について、議案第４３号平成２３年度三笠市国民健康保険特別会計補正

予算（第１回）について、議案第４４号平成２３年度三笠市介護保険特別会計補正予算

（第１回）について、議案第４５号平成２３年度三笠市育英特別会計補正予算（第１回）

について、議案第４６号平成２３年度三笠市下水道事業会計補正予算（第１回）につい

て、議案第４７号平成２３年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第２回）について

は、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について御報告をさせてい

ただきますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 
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 議案第３８号から議案第４７号までについて、一括して質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、議案第３８号から議案第４７号までにつ

いての質疑を終了いたします。 

 これより、採決に入ります。 

 初めに、議案第３８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第３８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３８号三笠市税条例等の一部を改正する条例の制定については、委員長報告のと

おり原案可決されました。 

 次に、議案第３９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第３９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３９号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４０号桂沢水道企業団規約の変更に関する協議については、委員長報告のとおり

原案可決されました。 

 次に、議案第４１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 
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 議案第４１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４１号平成２３年度三笠市一般会計補正予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 

 次に、議案第４２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４２号平成２３年度三笠市後期高齢者医療特別会計補正予算については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４３号平成２３年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算については、委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４４号平成２３年度三笠市介護保険特別会計補正予算については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第４５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 



─ 7 ─

 議案第４５号については、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４５号平成２３年度三笠市育英特別会計補正予算については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

 次に、議案第４６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４６号平成２３年度三笠市下水道事業会計補正予算については、委員長報告のと

おり原案可決されました。 

 最後に、議案第４７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第４７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４７号平成２３年度市立三笠総合病院事業会計補正予算については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第４９号 三笠市副市長の選任について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 続いて、日程の３ 議案第４９号三笠市副市長の選任についてを

議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。 

 市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４９号三笠市副市長の選任について、提案説明申し上げま

す。 

 三笠市副市長西城賢策氏の平成２３年１０月１５日付任期満了に伴い、引き続き同氏を
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選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定により議会の同意を求めるものでありま

す。 

 西城賢策氏は、昭和２６年３月１１日生まれの６０歳、住所は三笠市本郷町６３４番地

であります。 

 同氏は、昭和４４年市職員として採用後、ふれあい健康センター保健福祉センター次長

兼介護支援センター次長、市立三笠総合病院事務局管理課長、商工観光課長、経済建設部

長、総務部長を歴任し、平成１９年１０月から三笠市副市長に就任し、現在に至っており

ます。 

 三笠市副市長として適任であると考えますので、御同意くださいますようお願い申し上

げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 本案については、討論を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認め、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 本案について、同意することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４９号三笠市副市長の選任については、同意することに決定しました。 

 この際、あいさつをいただくため、会議を休憩いたします。 

休憩 午前１０時１０分   

再開 午前１０時１３分   

◎議長（谷津邦夫氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 議案第５０号 三笠市教育委員会委員の任命につ 

            いて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の４議案第５０号三笠市教育委員会委員の任命についてを議

題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。 

 市長。 
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（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第５０号三笠市教育委員会委員の任命について、提案説明申

し上げます。 

 三笠市教育委員会委員富田篤一氏の平成２３年１０月７日付任期満了に伴い、後任者と

して清水隆德氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１

項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 清水隆德氏は、昭和３２年８月１５日生まれの５４歳、住所は三笠市岡山３９８番地で

あります。 

 同氏は、昭和５３年４月から農業に従事しており、平成３年４月に三笠市農民協議会書

記次長、その後書記長、執行委員長などを歴任し、現在はいわみざわ農業協同組合理事に

就任しております。 

 三笠市教育委員会委員として適任であると考えますので、御同意くださいますようお願

い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 本案については、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認め、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 本案については、同意することに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５０号三笠市教育委員会委員の任命については、同意することに決定しました。 

 この際、あいさつをいただくため、会議を休憩します。 

休憩 午前１０時１５分   

再開 午前１０時１８分   

◎議長（谷津邦夫氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第５ 議案第５１号 三笠市議会基本条例の一部を改正 

            する条例の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の５ 議案第５１号三笠市議会基本条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案については、儀惣議員ほか４人からの共同提案にかかわるものであり、この際、提
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出者を代表し、儀惣議員から提案説明を求めます。 

 儀惣議員、登壇願います。 

（８番儀惣淳一氏 登壇） 

◎８番（儀惣淳一氏） 議案第５１号三笠市議会基本条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、提出者を代表して提案説明申し上げます。 

 三笠市議会基本条例につきましては、平成２１年３月、定例会において可決となり、同

年４月１日から施行されておりますが、今回の改正は地方自治法第９６条第２項の規定に

よる議会の議決事件を定めることについて、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、地方自治法の一部改正により、地方分権改革推進計画に基づく義務づけ

の配置として市町村基本構想の策定義務について、関係条項が撤廃されたことから、基本

構想及び基本計画の策定及び変更について、議決事件として追加するものであります。 

 施行期日は、平成２３年１０月１日であります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論採決に入ります。議案第５１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５１号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５１号三笠市議会基本条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとお

り可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第５２号 常任委員会委員の派遣について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の６ 議案第５２号常任委員会委員の派遣についてを議題と

します。 

 お諮りします。 

 本案については、常任委員長及び副委員長の共同提案にかかわるものであり、文書記載

のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第５２号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５２号常任委員会委員の派遣については、原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第５３号 議員派遣について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の７ 議案第５３号議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案にかかわるものであり、文

書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第５３号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５３号議員派遣については、原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第８ 議案第５４号 議会運営委員会及び常任委員会所 

            管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の８ 議案第５４号議会運営委員会及び常任委員会所管事項

調査についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案にかかわるものであり、文

書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 
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 続いて、お諮りします。 

 議案第５４号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５４号議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査については、原案のとおり可

決されました。 

──────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 認定第１号から認定第９号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の９ 認定第１号から認定第９号までについてを一括議題と

します。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

 市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 認定第１号平成２２年度三笠市一般会計歳入歳出決算の認定から

認定第９号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計歳入歳出決算の認定まで、一括して御

説明申し上げます。 

 最初に、認定第１号平成２２年度三笠市一般会計歳入歳出決算の認定についてでありま

すが、平成２２年度予算編成に当たり、国の地方財政についての考え方は、景気後退によ

る企業収益の急激な悪化等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が昨年

度に引き続き落ち込み、定数削減や人事院勧告に伴う給与関係経費が大幅に減少しても、

なお財源不足が過去最大の規模に拡大するものと見込まれました。 

 その一方で、平成２２年度予算編成の基本方針」においては「地域のことは地域で決め

る」、地域主権の確立に向けた制度改革に取り組むとともに、地域に必要なサービスを確

実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住民生活の安心と安全を

守るとともに、地方経済を支え、地域の活力を回復させていくとされたことから、地域主

権改革の第一歩として、地方が自由に使える財源の地方交付税総額は対前年度比で１兆７

３３億円の増額確保されたものであります。 

 こうした中で、平成２２年度における三笠市の予算は、見通しの不透明な景気動向にも

対応できる安定的かつ健全な財政基盤を確立し維持していくとともに、地方公共団体財政

健全化法による制限を受けない財政構造へ転換するため、引き続き公債費負担適正化計画

の遵守及び自立対策や行財政改革計画を推進する一方で、市民生活の利便性の向上や市民

要望に対応できる事業の推進を図り、活力のある地域社会をつくることを目標に予算編成

を行ったものであります。 

 また、政策的予算においては「地域産業の振興を図り、たくましい産業構造の構築に寄
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与する事業」をコンセプトに、事業の優先度を十分に厳選し、限られた予算の範囲内での

編成とし、市民の視点に立った目的・成果重視の行政へ展開するための予算編成としたも

のであります。 

 年度途中においては、国の経済危機対策に係る事業、緊急雇用創出事業、職員給与改定

に係る経費、地上デジタル放送受信対策に係る経費などのほか、緊急を要する事業等につ

いて所要の対応を図ったものであり、市立病院の経営健全化対策として昨年度に引き続

き、収支不足額を措置したものであります。 

 予算の執行に当たっては、節減や合理化を図りながら効率的な執行を目指すとともに、

予算審議の経緯や目的などをしっかり認識し、早期に効果を上げるよう計画的な予算執行

を行ったものであります。 

 歳入については、国・道支出金など市にとって有効な財源の活用・確保に努めたほか、

減収対策として、過去からの徹底した行財政改革の推進を国などに対して訴え、財政支援

を強く主張し財源確保を図りました。 

 歳出については、予算執行の過程においても常にその必要性を客観的な視点で十分検証

し、住民サービスに影響が出ない範囲で節減に努め、一定の繰り越しができるよう執行し

たものであります。 

 決算の状況は、最終予算額１０１億１,７８８万６,０００円に対し、歳入決算額は９７

億１,９０２万４１３円で、予算に対する収入率は９６.１％であります。 

 一方、歳出決算額は９４億５,６６３万２,７２６円で、予算に対する執行率は９３.５

％であります。 

 この結果、歳入歳出差し引し額は２億６,２３８万７,６８７円となり、そのうち平成２

２年度は繰越明許費が発生したため、１億４,２６３万円はこれに必要な特定財源として

繰り越され、翌年度に繰り越される実質額は１億１,９７５万７,６８７円となるものであ

ります。 

 なお、平成２２年度一般会計事業等の執行状況は、主要施策の成果、決算事項別明細書

に示すとおりであります。 

 次に、認定第２号平成２２年度三笠市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ありますが、平成２２年度予算は高齢者の医療確保に関する法律の規定により、平成２２

年度までの過誤調整分を処理することから予算編成を行ったものであります。 

 予算執行に当たっては、国・道負担金及び支払基金交付金等の収入確保を図りながら、

事務的経費の効率的執行に努めたところであります。 

 決算の状況は、最終予算額３６３万円に対して、歳入決算額は１８４万７,２１９円

で、予算に対する収入率は５０.９％であります。 

 一方、歳出決算額は１８４万６,５６８円で、予算に対する執行率は５０.９％でありま

す。 

 この結果、歳入歳出差し引き額は６５１円となり、本会計が老人保健法の規定により平
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成２２年度で廃止のため、この差し引き残高の全額を一般会計に繰り入れて使用するもの

であります。 

 次に、認定第３号平成２２年度三笠市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでありますが、平成２２年度予算は後期高齢者医療制度にかかわる本市の財政運営が

適切に執行されるよう予算編成を行ったものであります。 

 予算執行に当たっては、運営主体が北海道後期高齢者医療広域連合であるため、歳入に

ついては後期高齢者医療保険料分及び低所得者の保険料軽減額並びに事務費負担分を計上

し、歳出については後期高齢者医療広域連合納付金として、事務費負担金及び保険料相当

分を計上し、広域連合へ納付したものであります。 

 決算の状況は、最終予算額２億１,８１０万９,０００円に対して、歳入決算額は１億

９,９００万５,４５４円で、予算に対する収入率は９１.２％であります。 

 一方、歳出決算額は１億９,８６９万９,８７０円で、予算に対する執行率は９１.１％

であります。 

 この結果、歳入歳出差し引き額は３０万５,５８４円となり、この全額を翌年度に繰り

越しますが、全額一般会計繰入金精算金で翌年度に精算するものであります。 

 次に、認定第４号平成２２年度三笠市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでありますが、平成２２年度予算は後期高齢者医療制度や前期高齢者医療の財政調整制

度等に対応することを基本に、国民健康保険財政が健全に運営できるよう予算編成を行っ

たものであります。 

 予算執行に当たっては、収納率向上のため特別対策事業の実施、事務的経費の効率的な

執行、医療費適正化のため、前年度に引き続き、骨粗しょう症検診、人間ドック費用の助

成事業の実施や医療費の通知、レセプト点検の充実強化に努めたほか、優良健康家庭表彰

を実施し、被保険者の健康保持、増進に対する意識の高揚を図ったものであります。 

 決算の状況は、最終予算額１７億８,１５３万円に対して、歳入決算額は１８億８,９６

１万８,２９３円で、予算に対する執行率は１０６.１％であります。 

 一方、歳出決算額は１７億２,４０２万４,５７９円で、予算に対する執行率は９６.８

％であります。 

 この結果、歳入歳出差し引き額は１億６,５５９万３,７１４円となり、この全額を翌年

度に繰り越し、補助金等精算還付整理後の残額については、国民健康保険基金に積み立て

するものであります。 

 次に、認定第５号平成２２年度三笠市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ありますが、平成２２年度予算は、介護保険の保険給付が適切に実施できるよう、第４期

介護保険事業計画において施策及び費用の推計を基本に予算編成を行ったものでありま

す。 

 また、年度途中においては、高額医療合算介護サービス費の支給開始に伴い給付費が増

額となったため、予算の補正を行い、対応を図ったものであります。 
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 予算執行に当たっては、サービスの円滑な提供に努めたほか、第１号被保険者の介護保

険料の収入確保の強化に努めたところであります。 

 決算の状況は、最終予算額１５億１,９６１万円に対して、歳入決算額は１４億７,９３

０万３,７８３円で、予算に対する収入率は９７.３％であります。 

 一方、歳出決算額は１４億５,９６４万２,０７３円で、予算に対する執行率は９６.１

％であります。 

 この結果、歳入歳出差し引き額は１,９６６万１,７１０円となり、この全額を翌年度に

繰り越すものであります。 

 次に、認定第６号平成２２年度三笠市育英特別会計歳入歳出決算の認定についてであり

ますが、奨学資金の貸付者が平成１９年度で終了したことから、貸付金の返還分など、す

べての収入を育英基金に積み立てるため、予算編成を行ったものであります。 

 決算の状況は、最終予算額４１２万９０００円に対し、歳入決算額は４０５万５,９０

０円で、予算に対する収入率は９８.２％であります。 

 一方、歳出決算は３８３万５００円で、予算に対する執行率は９２.８％であります。 

 この結果、歳入歳出差し引き額は２２万５,４００円となり、この全額を翌年度に繰り

越して育英基金へ積み立てするものであります。 

 次に、認定第７号平成２２年度三笠市水道事業会計歳入歳出決算の認定についてであり

ますが、平成２２年度予算は、市民に安定した水道水の供給を行うことを使命として、施

設の維持管理に努めるとともに、公営企業の独立採算性の原則に立ち、経営の改善と経費

節減等の効率的な執行に努めたところであります。 

 決算の状況は、まず収益的収支でありますが、収入については最終予算額３億２,９３

４万円に対し、決算額は３億３,１７０万６,８５５円で、２３６万６,８５５円の増収と

なりました。 

 一方、支出については、最終予算額３億８４２万６,０００円に対し、決算額は２億９,

７４３万２,４７８円で、１,０９９万３,５２２円の不用額が生じ、当年度純利益は２,７

４８万２,４６６円となりました。 

 次に、資本的収支でありますが、配水管の改良及び量水器取りかえ等について予定どお

り執行したところであります。 

 収入では、最終予算額８,９４０万円に対し、同額の決算額となり、支出では、最終予

算額２億５,０５７万７,０００円に対し、決算額は２億５,０４７万５,４８６円となり、

差し引き１億６,１０７万５,４８６円の不足額となったものであります。この不足額は、

当年度消費税資本的収支調整額６７９万１,９１１円、過年度損益勘定留保資金１億５,４

２８万３,５７５円をもって補てんしたものであります。 

 次に、認定第８号平成２２年度三笠市下水道事業会計歳入歳出決算の認定についてであ

りますが、平成２２年度予算は、浸水対策を目的とした雨水管整備を実施する一方、公営

企業の独立採算制の原則に立ち、維持管理経費の抑制や経費節減等の効率的な執行に努め
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たところであります。 

 決算の状況は、まず収益的収支でありますが、収入については最終予算額５億４,８５

３万６,０００円に対し、決算額は５億４,７４２万１,１０８円で、１１１万４,８９２円

の減収となりました。 

 一方、支出については、最終予算額５億４,８５３万６,０００円に対して、決算額は５

億３,９６９万７,７３２円で、８８３万８,２６８円の不用額が生じ、当年度純利益は７

７２万３,３７６円となりました。 

 次に、資本的収支でありますが、雨水管の整備について予定どおり執行したところであ

ります。 

 収入では、最終予算額１億２,１１２万８,０００円に対して、決算額は１億２,４０３

万８,４１０円となり、支出では、最終予算額５億６４１万８,０００円に対し、決算額５

億６２８万２,７３０円となり、差し引き３億８,２２４万４,３２０円の不足額を生じた

ものであります。 

 この不足額は、前年度特別会計引き継ぎ金１億４,２３８万１,７７４円、当年度損益勘

定留保資金２億３,９８６万２,５４６円をもって補てんしたものであります。 

 最後に、認定第９号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計歳入歳出決算の認定につい

てでありますが、平成２２年度の病院事業は、地域の基幹的病院として、安全・安心な医

療サービスの提供を図るため、医療機器などの医療環境を整備するとともに、医師の招聘

による収益の確保や退職者の不補充による支出の抑制、さらには効率的な病床稼働率の確

保と市民ニーズに対応するため、平成２３年３月から一般病棟の一部を療養病棟へ転換す

るなど、経営の健全化に取り組んでまいりました。 

 しかし、市立三笠総合病院改革プランで定めた医師数を確保できなかったことや、患者

数の減少などにより収支の均衡を図ることが困難となったため、一般会計から１億３,８

００万円の経営支援を行ったものであります。 

 決算の状況は、まず収益的収支でありますが、収入については、一般会計からの経営支

援を行った上で、各種の対策による効果を高めることができたことから、現年度資金不足

対策一般会計補助金を５,７００万円削減するなどにより、最終予算額２２億９,７８８万

７,０００円に対し、決算額は２２億６,１６０万８,４３７円で、３,６２７万８,５６３

円の減収となり、一方、支出については、効率的な執行に努めたことなどから、最終予算

額２２億９,７２７万９,０００円に対し、決算額は２２億６,１０１万２,８３９円で３,

６２６万６,１６１円の不用額を生じ、当年度純利益は５７万５,０００円となったもので

あります。 

 次に、資本的収支でありますが、医療機器の整備を行うとともに、利率の高い起債につ

いて借りかえを行い、収入については最終予算額２億５,４５０万２,０００円に対し、決

算額は２億３,８５０万２,０００円となったものであります。 

 支出については、最終予算額３億１,７３０万４,０００円に対し、決算額は３億１３０
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万６７７円で、１,６００万３,３２３円の不用額が発生しましたが、不用額のうち１,６

００万円は事業の実施期間を確保するため、次年度に繰り越したものであります。 

 この結果、差し引き６,２７９万８,６７７円が不足となり、当年度消費税資本的収支調

整額２万５９８円と当年度損益勘定留保資金６,２７７万８,０７９円をもって補てんした

ところであります。 

 以上、認定第１号から認定第９号まで一括して御説明申し上げ、別冊の各会計歳入歳出

決算書と監査委員の意見書を付して提出いたしますので、よろしく御認定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、質疑を受けます。 

 認定第１号から認定第９号までについて、一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第９号までについては、９人の委員

をもって構成する特別委員会を設置し、付託の上、閉会中の継続審査とすることにしたい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 認定第１号から認定第９号までについては、９人の委員をもって構成する特別委員会を

設置し、付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 ただいま設置された特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条の規定によ

り、配付した一覧表のとおり、９人を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ただいま指名しました９人の議員を特別委員会委員に選任することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１０ 意見書案第４号 森林・林業・木材産業施策の 

             積極的な展開に関する意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１０ 意見書案第４号森林・林業・木材産業施策の積極的

な展開に関する意見書を議題とします。 

 本案については、齊藤議員ほか３人からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、扇谷議員から提案理由の説明を求めます。 

 扇谷議員、登壇願います。 

（５番扇谷知巳氏 登壇） 
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◎５番（扇谷知巳氏） ただいま議題になっております森林・林業・木材産業施策の積極

的な展開に関する意見書について、朗読をもって提案をさせていただきます。 

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、森林は二酸化炭素の吸収源とし

て、大きな関心と期待が寄せられているところです。 

 しかしながら、本道の森林・林業・木材産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況に

あり、引き続く経済の低迷は、経営基盤の脆弱な林業・木材産業に深刻な影響をもたらし

ています。 

 このような厳しい状況の中、森林整備を着実に推進し、森林の多面的機能を持続的に発

揮するとともに、林業の安定的発展と山村の活性化を図っていくためには、「森林・林業

再生プラン」に基づき、森林施業の集約化、路網の整備、人材の育成等を積極的に進める

とともに道産材の利用促進により、森林・林業の再生を図ることが重要です。 

 また、先般の東日本大震災により、東北地方を中心に未曾有の大被害をもたらしたとこ

ろですが、その復旧・復興が必要であるため、以下の項目を実現するよう要望します。 

 １、東日本大震災の速やかな復興に向けて、被災した森林や木材加工施設等の早期復旧

に加え、復興木材の供給に向けた被災地域及び全国における森林・林業再生を加速化する

こと。 

 ２、今般導入される地球温暖化対策のための税の使途に森林吸収源対策や木材利用促進

を位置づけるなど、森林整備推進等のための安定的な財源措置の確保による森林経営対策

を推進すること。 

 ３、間伐等森林整備の推進、持続可能な森林経営の確立に向け、森林管理・環境保全直

接支払制度による搬出間伐の推進、路網整備等経営基盤の整備、担い手育成確保対策の強

化を図るとともに、森林施業の集約化や機械化の推進、森林整備経費の定額助成の導入な

ど、効率的施業の推進と所有者の負担軽減を推進すること。 

 ４、低炭素社会の現実に着目した公共建築物や民間住宅・事務所等での地域材の利用を

推進するとともに、新たなエネルギー政策の検討に当たって、木質バイオマスエネルギー

を最大限活用するなど国産材の利用拡大を推進すること。 

 ５、森林整備加速化・林業再生事業の拡充・延長により、川上・川下が一体となった森

林・林業の再生に向けた取り組みを推進すること。 

 ６、国民共有の財産である国有林については、一般会計により、公益的機能の一層の発

揮を図るとともに、森林・林業政策の推進に貢献するため、国による一体的な運営管理体

制を確立すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２３年９月２１日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先は、記載のとおりであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。 
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◎議長（谷津邦夫氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第４号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第４号森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書は、原案可決

されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１１ 議案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持など 

             国家予算編成における教育予算確保・拡充を求 

             める意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１１ 意見書案第５号義務教育費国庫負担制度堅持など国

家予算編成における教育予算確保・拡充を求める意見書を議題とします。 

 本案については、澤田議員ほか二人からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、澤田議員から提案理由の説明を求めます。 

 澤田議員、登壇願います。 

（２番澤田益治氏 登壇） 

◎２番（澤田益治氏） 意見書案第５号義務教育費国庫負担制度堅持など国家予算編成に

おける教育予算確保・拡充を求める意見書につきまして、朗読をもって提案をいたしま

す。 

 義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保について国の責任を果たすもので

あり、僻地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっ

ております。 

 同制度は、義務教育には必要不可欠なものであることから、この制度の堅持と「三位一

体改革」で削減された負担率を２分の１へ復元するなどの拡充が必要であります。 

 文部科学省は昨年、３０年ぶりに４０人学級を見直し、２０１８年度までに３５人・３

０人学級へと学級編制標準を順次引き下げる内容の「新・教職員定数改善計画（案）」の

策定をいたしました。学校現場においては教職員の拡充は喫緊の課題となっており、子供

たちに行き届いた教育を保障するため「新・教職員定数改善計画（案）」の確実な実施が

不可欠であります。 
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 また、地方交付税措置されている教材費や図書費についても、都道府県や市町村におい

てその措置に格差が出ているほか、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、

就学保障の充実など、国による教育予算の確保・拡充が必要であります。 

 これらのことから、国の責任において、住む地域に関係なく子供たちの教育を保障する

ために、２０１２年度国家予算編成における教育予算の確保・拡充を強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２３年９月２１日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先につきましては、記載のとおりであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第５号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第５号義務教育費国庫負担制度堅持など国家予算編成における教育予算確保・

拡充を求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１２ 意見書案第６号 平成２４年度農業予算編成な 

             らびに税制改正に関する意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１２ 意見書案第６号平成２４年度農業予算編成ならびに

税制改正に関する意見書を議題とします。 

 本案については、扇谷議員ほか二人からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、谷内議員から提案理由の説明を求めます。 

 谷内議員、登壇願います。 

（６番谷内純哉氏 登壇） 

◎６番（谷内純哉氏） 意見書案第６号平成２４年度農業予算編成ならびに税制改正に関

する意見書につきまして、朗読をもって提案いたします。 

 ３月１１日発生した東日本大震災と福島第一原発の事故は、我々日本人がかつて経験し

たことのない精神的苦痛と甚大な被害をもたらしていますが、当面する緊急かつ最優先の



─ 21 ─

課題は、原発事故の収拾と損害賠償を含む被災地の復旧・復興であります。 

 こうした中、政府は７月２９日、「東日本大震災からの復興の基本方針」を決定すると

ともに、８月１５日、日本の再生に向けた取り組みを再スタートするための「政策推進の

全体像」を閣議決定し、国家戦略やエネルギー・環境政策の再設計のほか、ＴＰＰ交渉参

加問題については、「総合的に検討し、できるだけ早期に判断する」とし、依然、高いレ

ベルでの経済連携を進める姿勢は変えていないところであります。 

 このような未曾有の国難に対して、被災地の復旧・復興の支援はもとより、我が国の食

料安定供給へのさらなる貢献を果たすという使命に立ち、北海道が持つ潜在能力を最大限

に発揮し持続可能な農業の確立を図るため、平成２４年度農業予算編成並びに税制改正に

当たり、下記のとおり要望いたします。 

記 

 １、日本経済・社会の再建と国内農業対策。 

 （１）東日本大震災並びに福島第一原発事故の被災地の農林漁業の再建、安全・安心を

最優先にしたエネルギー政策の再構築並びに内需拡大を重視した日本経済・社会の再建に

全力で取り組むこと。 

 （２）国内農業対策の検討に当たっては、災害にも強い食料供給基地の建設と国の構造

改革に着実に取り組んできた地域の経営実態など、その課題点を真摯に洗い出した上で、

経営形態別の目標とすべき構造並びに経営展望の明示、それを実現するために主業的経営

体が真に必要とする政策を確立すること。 

 （３）自給率目標の達成に向けては、国産農畜産物が確実に輸入農畜産物に置きかわる

ための誘導策を食料・農業・農村政策のみならず、税制・食品産業対策など省庁横断的な

政策体系としてパッケージで仕組むこと。 

 ２、政策の安定的継続と財源確保。 

 戸別所得補償制度をはじめとする農業政策については、これまで努力してきた生産者・

産地の取り組みを尊重するとともに、２４年度予算においても万全の財源を確保し、生産

者が安心して営農に取り組めるよう制度の法制化等中長期的に安定して継続される政策と

すること。 

 ３、生産基盤確保対策。 

 農業の生産性向上には、圃場の基盤整備、排水対策並びに農畜産物の集出荷・調製施設

等の生産基盤の確立と優良品種や技術の試験研究・開発が重要であり、あわせて生産現場

への組織的普及活動が不可欠であることから、これらに必要な万全な予算を確保するこ

と。 

 ４、税制改革要望対策。 

 軽油引取税やＡ重油の石油石炭税の課税免除措置の恒久化など、農業経営の安定に必要

な税制措置を講ずること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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 平成２３年９月２１日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先については、下記のとおりであります。 

 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（谷津邦夫氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第６号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第６号平成２４年度農業予算編成並びに税制改正に関する意見書は、原案可決

されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１３ 意見書案第７号 原子力発電所における「国の 

             防災指針」の見直しを求める意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 続いて、日程の１３ 議案第７号原子力発電所における「国の防

災指針」の見直しを求める意見書を議題とします。 

 本案については、齊藤議員ほか二人からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、齊藤議員から提案理由の説明を求めます。 

 齊藤議員、登壇願います。 

（３番齊藤 且氏 登壇） 

◎３番（齊藤 且氏） ただいま上程されました意見書案第７号原子力発電所における

「国の防災指針」の見直しを求める意見書を朗読提案させていただきます。 

 原子力防災対策は、昭和３６年に制定された「災害対策基本法」と、これに基づき中央

防災会議が策定する「防災基本計画」及びこの基本計画に沿って地方公共団体が定めた

「地域防災計画」等により必要な措置を講ずることとしています。昭和５５年６月には

「原子力発電所等周辺の防災対策について」（以下「防災指針」）が決定され、具体的な

対策として原子力防災に対する考え方、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（ＥＰ

Ｚ）、緊急時環境放射線モニタリング、災害応急対策及び緊急被曝医療の実施など原子力

防災活動に必要な技術的・専門的事項が示されています。 

 今般の東京電力福島第一原発事故では、初期対応「緊急時迅速放射能影響予測ネット
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ワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）」の運用、国民への情報開示、住民避難指示など政府の

対応はすべて後手に回り、国内外に大きな不信を招くとともに、二次被害の拡大が危惧さ

れます。 

 よって政府においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故の一刻も早い収束と徹底

的な原因解明を行うことはもとより、国内すべての原子力発電所の立地地域及び周辺地域

の住民の安全・安心を確保するため、「防災指針」の早急な見直しを図り、特に次の事項

について対策を講じるよう強く要望します。 

記 

 １、原子力安全規制については、少なくとも従来の想定をはるかに超えた東北地方太平

洋沖地震・津波の規模にも対応し得る基準に速やかに強化すること。 

 ２、原子力防災指針の示されたＥＰＺ（防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲）を

改正し、都道府県及び市町村が定める地域防災計画が有効に機能し、各圏域にとらわれな

い広域災害に対応可能な防災体制を確立すること。 

 ３、原子炉設置（変更）の条件を見直し、地方自治体の同意を要する範囲を拡大するこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２３年９月２１日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先は、下記のとおりであります。よろしく御審議のほうお願いいたします。 

◎議長（谷津邦夫氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第７号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第７号原子力発電所における「国の防災指針」の見直しを求める意見書は、原

案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

 以上で、今定例会に付議された事件は、すべて終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） これをもちまして、平成２３年第３回三笠市議会定例会を閉会し
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ます。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１１時０６分  
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